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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを用いた農作業実績の入力支援方法において、
　圃場の選択と、作業項目の選択と、総作業時間の指定とを受け付け、
　選択された圃場が複数であって、かつ、選択された作業項目が複数である場合に、選択
された複数の圃場の全てについて、選択された複数の作業項目の全てを割り当て、前記複
数の圃場別かつ前記複数の作業項目別に、前記総作業時間を分配して記録する、
　処理を前記コンピュータが実行することを特徴とする農作業実績の入力支援方法。
【請求項２】
　前記総作業時間を分配して記録する処理は、
　前記総作業時間を、選択を受け付けた前記作業項目の数で按分し、按分の結果得られた
各作業項目に対する作業時間を、前記複数の圃場のそれぞれの面積に応じて分配した値を
、前記複数の圃場別かつ前記複数の作業項目別の作業時間として記録することを特徴とす
る請求項１に記載の農作業実績の入力支援方法。
【請求項３】
　さらに、前記複数の圃場別かつ前記複数の作業項目別の作業時間に対する変更の入力を
受け付け、
　受け付けた前記変更の後の前記作業時間に基づいて、前記総作業時間を更新する、
　処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とする請求項２に記載の農作業実績の
入力支援方法。
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【請求項４】
　コンピュータに、
　圃場の選択と、作業項目の選択と、総作業時間の指定とを受け付け、
　選択された圃場が複数であって、かつ、選択された作業項目が複数である場合に、選択
された複数の圃場の全てについて、選択された複数の作業項目の全てを割り当て、前記複
数の圃場別かつ前記複数の作業項目別に、前記総作業時間を分配して記録する、
　処理を実行させることを特徴とする農作業実績の入力支援プログラム。
【請求項５】
　圃場の選択と、作業項目の選択と、総作業時間の指定とを受け付け、選択された圃場が
複数であって、かつ、選択された作業項目が複数である場合に、選択された複数の圃場の
全てについて、選択された複数の作業項目の全てを割り当て、前記複数の圃場別かつ前記
複数の作業項目別に、前記総作業時間を分配して記録する制御部、
　を有することを特徴とする入力支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、農作業実績の入力支援方法、農作業実績の入力支援プログラム、および入力
支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　農作業の作業現場において、作業者が情報処理端末を操作して農作業の作業実績の入力
を行うことは困難なことが多い。このため、作業者は、複数の圃場に対して幾つかの農作
業を行って、休憩時間や終業時に事務所に戻った際に、農作業を行った複数の圃場に対す
る様々な作業項目についての作業実績の入力をまとめて行うことが多い。
【０００３】
　先行技術としては、例えば、介護者が行った全ての援助にかかったトータル時間から、
介護者が行ったそれぞれの援助項目にかかった実援助時間を、援助項目テーブルを参照し
按分して求める技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３０６２４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術では、農作業を行った複数の圃場に対する複数の作業項目につ
いての作業実績の入力をまとめて行うのは手間がかかり面倒である。
【０００６】
　一つの側面では、本発明は、農作業の作業実績の入力を支援することができる農作業実
績の入力支援方法、農作業実績の入力支援プログラム、および入力支援装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面によれば、圃場の選択と、作業項目の選択と、総作業時間の指定とを受
け付け、選択された圃場が複数であって、かつ、選択された作業項目が複数である場合に
、選択された複数の圃場の全てについて、選択された複数の作業項目の全てを割り当て、
前記複数の圃場別かつ前記複数の作業項目別に、前記総作業時間を分配して記録する農作
業実績の入力支援方法、農作業実績の入力支援プログラム、および入力支援装置が提案さ
れる。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明の一態様によれば、農作業の作業実績の入力を支援することができるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態にかかる農作業実績の入力支援方法の一実施例を示す説明図
である。
【図２】図２は、農業支援システム２００のシステム構成例を示す説明図である。
【図３】図３は、入力支援装置１００のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図４】図４は、クライアント装置２０１のハードウェア構成例を示すブロック図である
。
【図５】図５は、生産計画ＤＢ２２０の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図６】図６は、農薬マスタ２３０の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図７】図７は、作業実績テーブル２４０の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図８】図８は、農薬散布実績情報の具体例を示す説明図である。
【図９】図９は、作業記録画面の画面例を示す説明図（その１）である。
【図１０】図１０は、圃場選択画面の画面例を示す説明図である。
【図１１】図１１は、作業項目選択画面の画面例を示す説明図である。
【図１２】図１２は、作業者選択画面の画面例を示す説明図である。
【図１３】図１３は、作業記録画面の画面例を示す説明図（その２）である。
【図１４】図１４は、入力支援装置１００の機能的構成例を示すブロック図である。
【図１５】図１５は、作業時間画面の画面例を示す説明図である。
【図１６】図１６は、作業実績テーブル２４０の記憶内容の変遷例を示す説明図である。
【図１７】図１７は、農薬選択画面の画面例を示す説明図である。
【図１８】図１８は、散布実績入力画面の画面例を示す説明図である。
【図１９】図１９は、圃場別散布実績表示画面の画面例を示す説明図である。
【図２０】図２０は、農薬の散布量の入力方法の選択例を示す説明図である。
【図２１】図２１は、入力支援装置１００の入力支援処理手順の一例を示すフローチャー
ト（その１）である。
【図２２】図２２は、入力支援装置１００の入力支援処理手順の一例を示すフローチャー
ト（その２）である。
【図２３】図２３は、入力支援装置１００の作業時間更新処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図２４】図２４は、入力支援装置１００の農薬散布量更新処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に図面を参照して、本発明にかかる農作業実績の入力支援方法、農作業実績の入力
支援プログラム、および入力支援装置の実施の形態を詳細に説明する。
【００１１】
（農作業実績の入力支援方法の一実施例）
　図１は、実施の形態にかかる農作業実績の入力支援方法の一実施例を示す説明図である
。図１において、入力支援装置１００は、農作業の作業実績の入力を支援するコンピュー
タである。農作業とは、農業生産のための作業であり、例えば、耕耘、播種、定植、見回
り、肥料散布、農薬散布、追肥、灌水などである。また、農作業の作業実績とは、農作業
に従事する作業者によって行われた農作業の仕事量を表す情報である。
【００１２】
　ここで、各圃場の農作業の進捗状況を把握したり、圃場単位のトレーサビリティを確保
したりするには、各圃場で行われた作業項目ごとの農作業の作業実績を管理することが望
まれる。圃場は、作物を栽培、生育するための田畑、菜園などである。作物は、農業によ
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って生産される物であり、例えば、穀類、野菜、果物、花卉などである。作業項目とは、
農作業を作業内容で区分けしたものである。
【００１３】
　一方で、農作業の作業現場において、作業者がスマートフォンなどの端末装置を操作し
て農作業の作業実績の入力を行うことは困難なことが多い。例えば、農作業の作業現場で
は、作業者の手を防護するために、軍手などの手袋を着用して農作業を行うことが多く、
端末装置に対する細かい操作を行うことは難しい。
【００１４】
　このため、作業者は、例えば、始業時に事務所を出発し、複数の圃場に対して幾つかの
農作業を行って、休憩時間や終業時に事務所に戻った際に、農作業を行った複数の圃場に
対する複数の作業項目についての作業実績の入力をまとめて行うことが多い。ところが、
複数の圃場に対する複数の作業項目についての作業実績の入力をまとめて行うのは手間が
かかり面倒である。
【００１５】
　そこで、本実施の形態では、農作業が行われた複数の圃場に対する複数の作業項目につ
いての作業実績の入力を簡便にする入力支援方法について説明する。以下、入力支援装置
１００の農作業実績の入力支援処理例について説明する。ここでは、入力支援装置１００
を、農業経営者や作業者が使用するＰＣ（パーソナル・コンピュータ）、タブレット型Ｐ
Ｃ、スマートフォンなどに適用した場合を例に挙げて説明する。
【００１６】
　（１）入力支援装置１００は、圃場の選択と、作業項目の選択と、総作業時間の指定と
を受け付ける。ここで、選択される圃場は、農作業実績の入力を行う対象の圃場である。
また、選択される作業項目は、農作業実績の入力を行う対象の作業項目である。また、指
定される総作業時間は、選択される圃場に対して行われた農作業の総作業時間である。
【００１７】
　具体的には、例えば、入力支援装置１００は、不図示のキーボードやマウスやタッチパ
ネルを用いたユーザの操作入力により、圃場の選択と、作業項目の選択と、総作業時間の
指定とを受け付ける。より具体的には、例えば、入力支援装置１００は、圃場、作業項目
および総作業時間の入力を行うための入力画面１１０を表示する。
【００１８】
　なお、選択候補の圃場を特定する情報は、入力支援装置１００が記憶していてもよく、
また、入力支援装置１００と通信可能な他のコンピュータに記憶されていてもよい。
【００１９】
　以下の説明においては、操作画面に表示されている項目をユーザが選択する操作として
クリック操作を行うことを例として説明する。入力画面１１０において、ユーザの操作入
力により、ボックス１１１をクリックすることで、農作業を行った作業日を入力すること
ができる。また、入力画面１１０において、ユーザの操作入力により、チェックボックス
１１２～１１６をクリックすることで、農作業実績の入力を行う対象の圃場を選択するこ
とができる。
【００２０】
　また、入力画面１１０において、ユーザの操作入力により、チェックボックス１１７～
１２１をクリックすることで、農作業実績の入力を行う対象の作業項目を選択することが
できる。また、入力画面１１０において、ユーザの操作入力により、ボックス１２２をク
リックすることで、農作業の総作業時間を指定することができる。
【００２１】
　図１の例では、農作業を行った作業日「２０１４年４月９日」がボックス１１１に入力
されている。また、チェックボックス１１２，１１４がクリックされて、農作業実績の入
力を行う対象の圃場として、圃場Ａおよび圃場Ｃが選択されている。また、チェックボッ
クス１２０，１２１がクリックされて、農作業実績の入力を行う対象の作業項目として、
追肥および灌水が選択されている。また、農作業の総作業時間「６時間００分」がボック
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ス１２２に入力されている。
【００２２】
　また、入力画面１１０において、ユーザの操作入力により、ボタン１２３をクリックす
ることで、圃場の選択、作業項目の選択および総作業時間の指定を確定することができる
。図１の例では、農作業実績の入力を行う対象の圃場として、圃場Ａおよび圃場Ｃの選択
が確定し、農作業実績の入力を行う対象の作業項目として、追肥および灌水の選択が確定
し、農作業の総作業時間「６時間００分」の指定が確定した場合を想定する。
【００２３】
　（２）入力支援装置１００は、選択された圃場が複数であって、かつ、選択された作業
項目が複数である場合に、選択された複数の圃場の全てについて、選択された複数の作業
項目の全てを割り当てる。すなわち、選択された全ての圃場で、選択された全ての作業項
目の農作業が行われたとする。図１の例では、選択された圃場Ａおよび圃場Ｃで、選択さ
れた作業項目「追肥」「灌水」のいずれもの農作業が行われた場合を想定する。
【００２４】
　（３）入力支援装置１００は、選択された複数の圃場別かつ複数の作業項目別に、指定
された農作業の総作業時間を分配して出力する。具体的には、例えば、まず、入力支援装
置１００は、指定された総作業時間「６時間００分」を、選択を受け付けた作業項目の数
「２」で按分する。これにより、農作業の総作業時間「６時間００分」を作業項目別に分
配することができる。
【００２５】
　そして、入力支援装置１００は、按分の結果得られた各作業項目に対する作業時間「３
時間００分」を、複数の圃場のそれぞれの面積に応じて分配する。ここで、圃場の面積は
、例えば、圃場に作付け中の作物の作付面積である。圃場に作付け中の作物の作付面積が
広くなると、作付されている作物の数も多くなることが多く、そのため、圃場における農
作業の作業時間は多くなる傾向にある。
【００２６】
　このため、入力支援装置１００は、例えば、選択された複数の圃場のそれぞれの面積に
比例して、按分の結果得られた各作業項目に対する作業時間の配分量を制御する。そして
、入力支援装置１００は、分配して得られた値を、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の
作業時間として出力する。
【００２７】
　なお、各圃場に作付け中の作物の作付面積を特定する情報は、入力支援装置１００が記
憶していてもよく、また、入力支援装置１００と通信可能な他のコンピュータに記憶され
ていてもよい。
【００２８】
　図１の例では、圃場Ａと圃場Ｃとの間の面積の比率は、「２：１」である。このため、
各作業項目「追肥、灌水」に対する作業時間「３時間００分」が、圃場Ａと圃場Ｃに「２
：１」の比率で分配される。この結果、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間を
表示する作業実績画面１３０が表示される。
【００２９】
　作業実績画面１３０において、ボックス１３１には、圃場Ａに対する作業項目「追肥」
についての作業時間「２時間００分」が作業実績として表示される。また、ボックス１３
２には、圃場Ａに対する作業項目「灌水」についての作業時間「２時間００分」が作業実
績として表示される。また、ボックス１３３には、圃場Ｃに対する作業項目「追肥」につ
いての作業時間「１時間００分」が作業実績として表示される。また、ボックス１３４に
は、圃場Ｃに対する作業項目「灌水」についての作業時間「１時間００分」が作業実績と
して表示される。
【００３０】
　また、作業実績画面１３０において、ボックス１３１～１３４をクリックすることで、
各圃場に対する各作業項目についての作業時間を変更することができる。また、作業実績
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画面１３０において、ユーザの操作入力により、ボタン１３５をクリックすることで、各
圃場に対する各作業項目についての作業時間の入力を確定することができる。
【００３１】
　このように、実施の形態にかかる入力支援装置１００によれば、複数の圃場のそれぞれ
で複数の作業項目の農作業が行われた場合に、複数の圃場別かつ複数の作業項目別に、農
作業の総作業時間を分配して出力することができる。これにより、農作業が行われた各圃
場の作業項目別の大まかな作業時間を特定可能にして、複数の圃場に対する複数の作業項
目についての作業実績の入力を簡便にすることができる。
【００３２】
　図１の例では、圃場「圃場Ａ、圃場Ｃ」に対する作業項目「追肥、灌水」についての作
業実績の入力をまとめて行う際に、各圃場の作業項目別の大まかな作業時間が表示される
。このため、各圃場の作業項目別の作業実績を一から手作業で入力する場合に比べて、農
作業実績の入力作業にかかる手間を削減することができる。
【００３３】
（農業支援システム２００のシステム構成例）
　つぎに、図１に示した入力支援装置１００を農業支援システム２００に適用した場合に
ついて説明する。
【００３４】
　図２は、農業支援システム２００のシステム構成例を示す説明図である。図２において
、農業支援システム２００は、入力支援装置１００と、クライアント装置２０１－１～２
０１－ｎと、を含む構成である（ｎは、２以上の自然数）。農業支援システム２００にお
いて、入力支援装置１００とクライアント装置２０１－１～２０１－ｎは、有線または無
線のネットワーク２１０を介して接続される。ネットワーク２１０は、例えば、ＬＡＮ（
Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）、インターネットなどである。
【００３５】
　ここで、入力支援装置１００は、生産計画ＤＢ（データベース）２２０、農薬マスタ２
３０および作業実績テーブル２４０を有し、クライアント装置２０１－１～２０１－ｎの
表示制御を行う。入力支援装置１００は、例えば、サーバである。各種ＤＢ等２２０，２
３０，２４０の記憶内容については、図５～図８を用いて後述する。
【００３６】
　クライアント装置２０１－１～２０１－ｎは、ディスプレイ（例えば、後述する図４に
示すディスプレイ４０６）を有し、入力支援装置１００の表示制御に従って、各種画面を
表示可能なコンピュータである。クライアント装置２０１－１～２０１－ｎは、例えば、
農業経営者や作業者が使用するＰＣ、ノートＰＣ、タブレット型ＰＣ、スマートフォンな
どである。
【００３７】
　具体的には、例えば、入力支援装置１００は、クライアント装置２０１－１～２０１－
ｎから各種画面の表示要求を受信すると、各種画面の画面情報を生成してクライアント装
置２０１－１～２０１－ｎに送信する。この結果、クライアント装置２０１－１～２０１
－ｎのディスプレイに各種画面が表示される。
【００３８】
　以下の説明では、クライアント装置２０１－１～２０１－ｎを単に「クライアント装置
２０１」と表記する場合がある。
【００３９】
（入力支援装置１００のハードウェア構成例）
　図３は、入力支援装置１００のハードウェア構成例を示すブロック図である。図３にお
いて、入力支援装置１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）３０１と、メモリ３０２と、Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３０３と、ディスクドラ
イブ３０４と、ディスク３０５と、を有する。また、各構成部は、バス３００によってそ
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れぞれ接続される。
【００４０】
　ここで、ＣＰＵ３０１は、入力支援装置１００の全体の制御を司る。メモリ３０２は、
例えば、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）およびフラッシュＲＯＭなどを有する。具体的には、例えば、フ
ラッシュＲＯＭやＲＯＭが各種プログラムを記憶し、ＲＡＭがＣＰＵ３０１のワークエリ
アとして使用される。メモリ３０２に記憶されるプログラムは、ＣＰＵ３０１にロードさ
れることで、コーディングされている処理をＣＰＵ３０１に実行させる。
【００４１】
　Ｉ／Ｆ３０３は、通信回線を通じてネットワーク２１０に接続され、ネットワーク２１
０を介して他のコンピュータ（例えば、図２に示したクライアント装置２０１）に接続さ
れる。そして、Ｉ／Ｆ３０３は、ネットワーク２１０と内部のインターフェースを司り、
他のコンピュータからのデータの入出力を制御する。Ｉ／Ｆ３０３には、例えば、モデム
やＬＡＮアダプタなどを採用することができる。
【００４２】
　ディスクドライブ３０４は、ＣＰＵ３０１の制御に従ってディスク３０５に対するデー
タのリード／ライトを制御する。ディスク３０５は、ディスクドライブ３０４の制御で書
き込まれたデータを記憶する。ディスク３０５としては、例えば、磁気ディスク、光ディ
スクなどが挙げられる。
【００４３】
　なお、入力支援装置１００は、上述した構成部のほか、例えば、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　
Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）、キーボード、マウス、ディスプレイなどを有することにして
もよい。
【００４４】
（クライアント装置２０１のハードウェア構成例）
　図４は、クライアント装置２０１のハードウェア構成例を示すブロック図である。図４
において、クライアント装置２０１は、ＣＰＵ４０１と、メモリ４０２と、ディスクドラ
イブ４０３と、ディスク４０４と、Ｉ／Ｆ４０５と、ディスプレイ４０６と、入力装置４
０７と、を有する。また、各構成部はバス４００によってそれぞれ接続される。
【００４５】
　ここで、ＣＰＵ４０１は、クライアント装置２０１の全体の制御を司る。メモリ４０２
は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびフラッシュＲＯＭなどを有する。具体的には、例えば
、フラッシュＲＯＭやＲＯＭが各種プログラムを記憶し、ＲＡＭがＣＰＵ４０１のワーク
エリアとして使用される。メモリ４０２に記憶されるプログラムは、ＣＰＵ４０１にロー
ドされることで、コーディングされている処理をＣＰＵ４０１に実行させる。
【００４６】
　ディスクドライブ４０３は、ＣＰＵ４０１の制御に従ってディスク４０４に対するデー
タのリード／ライトを制御する。ディスク４０４は、ディスクドライブ４０３の制御で書
き込まれたデータを記憶する。ディスク４０４としては、例えば、磁気ディスク、光ディ
スクなどが挙げられる。
【００４７】
　Ｉ／Ｆ４０５は、通信回線を通じてネットワーク２１０に接続され、ネットワーク２１
０を介して他のコンピュータ（例えば、図２に示した入力支援装置１００）に接続される
。そして、Ｉ／Ｆ４０５は、ネットワーク２１０と内部のインターフェースを司り、他の
コンピュータからのデータの入出力を制御する。
【００４８】
　ディスプレイ４０６は、カーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文書、
画像、機能情報などのデータを表示する。ディスプレイ４０６は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａ
ｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどを採用することができる。
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【００４９】
　入力装置４０７は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーを有し、データの入
力を行う。入力装置４０７は、キーボードやマウスなどであってもよく、また、タッチパ
ネル式の入力パッドやテンキーなどであってもよい。
【００５０】
　なお、クライアント装置２０１は、上述した構成部のうち、例えば、ディスクドライブ
４０３、ディスク４０４などを有さないことにしてもよい。また、クライアント装置２０
１は、上述した構成部のほか、例えば、ＳＳＤ、スキャナ、プリンタなどを有することに
してもよい。
【００５１】
（各種ＤＢ２２０，２３０，２４０の記憶内容）
　つぎに、図５～図７を用いて各種ＤＢ２２０，２３０，２４０の記憶内容について説明
する。各種ＤＢ２２０，２３０，２４０は、例えば、図３に示した入力支援装置１００の
メモリ３０２、ディスク３０５により実現される。
【００５２】
＜生産計画ＤＢ２２０の記憶内容＞
　図５は、生産計画ＤＢ２２０の記憶内容の一例を示す説明図である。図５において、生
産計画ＤＢ２２０は、圃場名、品目、品種、作型および作付面積のフィールドを有する。
各フィールドに情報を設定することで、生産計画情報（例えば、生産計画情報５００－１
～５００－３）がレコードとして記憶される。
【００５３】
　ここで、生産計画とは、生産対象となる作物を、どの圃場にどのくらい作付けするのか
の計画である。各圃場における作物の栽培は、生産計画に沿って行われる。圃場名は、圃
場の名称である。圃場名として、例えば、１つの圃場を区切って分割した区画の名称であ
る分筆名称を用いることにしてもよい。品目は、作物の種類である。品目としては、例え
ば、トマト、きゅうり、水稲、キャベツなどがある。
【００５４】
　品種は、同一品目の中の種類である。例えば、キャベツの品種として、夏蒔きの品種で
あれば「彩風」「グリーンボール」、春蒔きの品種であれば「中早生２号」「中早生３号
」「秋早生」「新風」などがある。作型は、作物の栽培を行うときの条件や技術の組み合
わせを示す体系である。作型としては、例えば、ハウス栽培、露地栽培、夏蒔き栽培など
がある。作付面積は、作物を作付けする面積である。
【００５５】
　なお、生産計画ＤＢ２２０には、上述した情報のほかに、例えば、栽培指針、栽培開始
予定日、栽培終了予定日、栽培期間、収穫量などの計画が記憶される。栽培指針は、農業
を行う上での目標や方針のようなものである。農業経営者は、例えば、環境保護の観点か
ら、使用する農薬を制限するという目標を栽培指針として設定したりする。
【００５６】
＜農薬マスタ２３０の記憶内容＞
　図６は、農薬マスタ２３０の記憶内容の一例を示す説明図である。図６において、農薬
マスタ２３０は、農薬および散布対象作物のフィールドを有し、各フィールドに情報を設
定することで、農薬情報（例えば、農薬情報６００－１～６００－３）をレコードとして
記憶する。
【００５７】
　ここで、農薬とは、農業用の薬剤である。農薬としては、作物を害する菌、線虫、ダニ
、昆虫、動植物、ウイルスなどの防除に用いる殺菌剤、殺虫剤等のほか、作物の生理機能
の増進または抑制に用いる植物成長調整剤や発芽抑制剤などがある。農薬フィールドには
、例えば、農薬の種類や名称が設定される。
【００５８】
　散布対象作物とは、農薬の散布対象として定められた作物である。散布対象作物フィー
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ルドには、例えば、作物の品目が設定される。一例として、農薬情報６００－１を例に挙
げると、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布対象として定められた作物の品目「きゅうり、キ
ャベツ、…」が示されている。
【００５９】
＜作業実績テーブル２４０の記憶内容＞
　図７は、作業実績テーブル２４０の記憶内容の一例を示す説明図である。図７において
、作業実績テーブル２４０は、作業実績ＩＤ、作業日、作業者、総作業時間、圃場、作業
項目、圃場・作業項目別の作業時間のフィールドを有する。各フィールドに情報を設定す
ることで、農作業の作業実績を示す作業実績情報（例えば、作業実績情報７００）が記憶
される。
【００６０】
　ここで、作業実績ＩＤは、作業実績情報を識別する識別子である。作業日は、農作業が
行われた年月日である。作業者は、農作業を行った作業者である。総作業時間は、農作業
を行った総作業時間である。圃場は、農作業が行われた圃場である。作業項目は、圃場で
行われた農作業の作業項目である。圃場・作業項目別の作業時間は、各圃場で行われた各
作業項目の作業時間である。
【００６１】
　一例として、作業者「中村」を例に挙げると、作業実績情報７００によれば、作業日「
２０１４年４月９日」に圃場「小田原１、小田原２」で行われた農作業の総作業時間「７
時間３０分」を特定することができる。また、農作業の総作業時間「７時間３０分」のう
ち、圃場「小田原１」で行われた、農作業「見回り」の作業時間「２時間３０分」および
農作業「農薬散布」の作業時間「２時間３０分」を特定することができる。また、農作業
の総作業時間「７時間３０分」のうち、圃場「小田原２」で行われた、農作業「見回り」
の作業時間「１時間１５分」および農作業「農薬散布」の作業時間「１時間１５分」を特
定することができる。
【００６２】
　また、農作業の作業項目に「農薬散布」が含まれる場合は、作業実績情報には、農薬散
布の作業実績を示す農薬散布実績情報が含まれる。ここで、農薬散布実績情報の具体例に
ついて説明する。
【００６３】
　図８は、農薬散布実績情報の具体例を示す説明図である。図８において、農薬散布実績
情報８００は、作業実績情報７００に含まれる農薬散布の作業実績を示す情報である。農
薬散布実績情報８００は、圃場「小田原１、小田原２」に対して散布された農薬「○○顆
粒水溶剤」の散布量「１５０［Ｌ］」を示す。また、農薬散布実績情報８００は、農薬「
○○顆粒水溶剤」の散布量「１５０［Ｌ］」のうち、圃場「小田原１」に対して散布され
た圃場別散布量「１００［Ｌ］」と、圃場「小田原２」に対して散布された圃場別散布量
「５０［Ｌ］」とを示す。
【００６４】
　さらに、農薬散布実績情報８００は、圃場「小田原１、小田原２」に対して散布された
農薬「△△液用生石灰」の散布量「１５０［ｋｇ］」を示す。また、農薬散布実績情報８
００は、農薬「△△液用生石灰」の散布量「１５０［ｋｇ］」のうち、圃場「小田原１」
に対して散布された圃場別散布量「１００［ｋｇ］」と、圃場「小田原２」に対して散布
された圃場別散布量「５０［ｋｇ］」とを示す。
【００６５】
（作業記録画面の画面例（その１））
　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される作業記録画面の画
面例について説明する。
【００６６】
　図９は、作業記録画面の画面例を示す説明図（その１）である。図９において、作業記
録画面９００は、農作業の作業実績の入力を行う際にメインとなる操作画面である。なお
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、図９では、作業記録画面９００の表示内容のうち一画面に収まらない部分についても仮
想的に表示している。
【００６７】
　作業記録画面９００において、図４に示した入力装置４０７を用いたユーザの操作入力
により、アイコン９０１をクリックすると、農作業を行った作業日を入力することができ
る。図９の例では、農作業が行われた作業日「２０１４年４月９日」が入力されている。
なお、作業日が入力されると、入力された作業日の午前、午後の天気が表示される。
【００６８】
　また、作業記録画面９００において、アイコン９０２をクリックすると、後述の図１０
に示す圃場選択画面１０００に遷移して、農作業の作業実績の入力を行う対象の圃場を選
択することができる。また、作業記録画面９００において、アイコン９０３をクリックす
ると、後述の図１１に示す作業項目選択画面１１００に遷移して、農作業の作業実績の入
力を行う対象の作業項目を選択することができる。作業項目とは、農作業を作業内容で区
分けしたものである。
【００６９】
　また、作業記録画面９００において、アイコン９０４をクリックすると、後述の図１２
に示す作業者選択画面１２００に遷移して、農作業の作業実績の入力を行う対象の作業者
を選択することができる。なお、作業記録画面９００には、農薬の散布実績の入力を受け
付ける操作画面に遷移するためのアイコン（例えば、後述の図１３に示すアイコン１３１
１）を表示可能であるが、図９の時点では、農薬の散布実績の入力ができないように規制
されている。
【００７０】
（圃場選択画面の画面例）
　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される圃場選択画面の画
面例について説明する。圃場選択画面は、例えば、図９に示した作業記録画面９００にお
いて、アイコン９０２をクリックすると遷移する操作画面である。
【００７１】
　図１０は、圃場選択画面の画面例を示す説明図である。図１０において、圃場選択画面
１０００は、農作業の作業実績の入力を行う対象の圃場を選択するための操作画面である
。なお、図１０では、圃場選択画面１０００の表示内容のうち一画面に収まらない部分に
ついても仮想的に表示している。
【００７２】
　圃場選択画面１０００には、ユーザの操作入力により任意に指定される検索条件（例え
ば、キーワード指定、エリア指定など）に合致する圃場群が選択候補として表示される。
また、圃場選択画面１０００には、選択候補の圃場の圃場名とともに、圃場に作付け中の
作物の品目および作付面積が表示される。
【００７３】
　圃場選択画面１０００において、チェックボックス１００１～１００９をクリックする
と、農作業の作業実績の入力を行う対象の圃場を選択することができる。図１０の例では
、チェックボックス１００２，１００５がクリックされて、農作業実績の入力を行う対象
の圃場として、「小田原１」および「小田原２」が選択されている。
【００７４】
　また、圃場選択画面１０００において、ボタン１０１０をクリックすると、圃場の選択
を確定することができる。また、圃場選択画面１０００において、ボタン１０１１をクリ
ックすると、選択候補の全圃場を選択することができる。また、圃場選択画面１０００に
おいて、ボタン１０１２をクリックすると、圃場の選択を解除することができる。また、
圃場選択画面１０００において、ボタン１０１３をクリックすると、図９に示した作業記
録画面９００に戻ることができる。
【００７５】
（作業項目選択画面の画面例）
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　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される作業項目選択画面
の画面例について説明する。作業項目選択画面は、例えば、図９に示した作業記録画面９
００において、アイコン９０３をクリックすると遷移する操作画面である。
【００７６】
　図１１は、作業項目選択画面の画面例を示す説明図である。図１１において、作業項目
選択画面１１００は、農作業の作業実績の入力を行う対象の作業項目を選択するための操
作画面である。なお、図１１では、作業項目選択画面１１００の表示内容のうち一画面に
収まらない部分についても仮想的に表示している。
【００７７】
　作業項目選択画面１１００において、チェックボックス１１０１～１１１０をクリック
すると、農作業の作業実績の入力を行う対象の作業項目を選択することができる。図１１
の例では、チェックボックス１１０９，１１１０がクリックされて、農作業実績の入力を
行う対象の作業項目として、「見回り」および「農薬散布」が選択されている。
【００７８】
　また、作業項目選択画面１１００において、ボタン１１１１をクリックすると、作業項
目の選択を確定することができる。また、作業項目選択画面１１００において、ボタン１
１１２をクリックすると、選択候補の全作業項目を選択することができる。また、作業項
目選択画面１１００において、ボタン１１１３をクリックすると、作業項目の選択を解除
することができる。また、作業項目選択画面１１００において、ボタン１１１４をクリッ
クすると、図９に示した作業記録画面９００に戻ることができる。
【００７９】
（作業者選択画面の画面例）
　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される作業者選択画面の
画面例について説明する。作業者選択画面は、例えば、図９に示した作業記録画面９００
において、アイコン９０４をクリックすると遷移する操作画面である。
【００８０】
　図１２は、作業者選択画面の画面例を示す説明図である。図１２において、作業者選択
画面１２００は、農作業の作業実績の入力を行う対象の作業者を選択するための操作画面
である。なお、図１２では、作業者選択画面１２００の表示内容のうち一画面に収まらな
い部分についても仮想的に表示している。
【００８１】
　作業者選択画面１２００において、ボックス１２０１をクリックすると、選択候補の作
業者が属するグループを指定することができる。図１２の例では、グループ「ＦＤＬ」が
指定され、選択候補の作業者として、グループ「ＦＤＬ」に属する作業者が表示されてい
る。
【００８２】
　また、作業者選択画面１２００において、チェックボックス１２０２～１２１０をクリ
ックすると、農作業の作業実績の入力を行う対象の作業者を選択することができる。図１
２の例では、チェックボックス１２０３，１２１０がクリックされて、農作業実績の入力
を行う対象の作業者として、「中村」および「加藤」が選択されている。
【００８３】
　また、作業者選択画面１２００において、ボタン１２１１をクリックすると、選択候補
の全作業者を選択することができる。また、作業者選択画面１２００において、ボタン１
２１２をクリックすると、作業者の選択を解除することができる。
【００８４】
　また、作業者選択画面１２００において、チェックボックス１２１３，１２１４のいず
れかをクリックすることで、農作業の総作業時間の入力方法を選択することができる。例
えば、チェックボックス１２１３をクリックすると、ボックス１２１５が表示されて、農
作業の総作業時間を「時間」で入力することができる。
【００８５】
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　一方、チェックボックス１２１４をクリックすると、農作業の開始、終了時刻を入力す
るボックス（不図示）が表示されて、農作業の総作業時間を「時刻」で入力することがで
きる。図１２の例では、チェックボックス１２１３がクリックされて、農作業の総作業時
間「７時間３０分」がボックス１２１５に入力されている。
【００８６】
　また、作業者選択画面１２００において、ボタン１２１６をクリックすると、作業者の
選択を確定することができる。また、作業者選択画面１２００において、ボタン１２１７
をクリックすると、図９に示した作業記録画面９００に戻ることができる。
【００８７】
（作業記録画面の画面例（その２））
　つぎに、図１０～図１２に示した各種画面１０００，１１００，１２００での各種操作
が行われた結果、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される作業記録画
面の画面例について説明する。
【００８８】
　図１３は、作業記録画面の画面例を示す説明図（その２）である。図１３において、作
業記録画面９００には、農作業の作業実績の入力を行う対象の圃場として選択された「小
田原１」および「小田原２」が表示されている。
【００８９】
　作業記録画面９００において、アイコン１３０１，１３０２をクリックすると、圃場の
選択を解除することができる。また、作業記録画面９００において、アイコン１３０３を
クリックすると、圃場選択画面１０００（図１０参照）に遷移して、農作業の作業実績の
入力を行う対象の圃場を追加することができる。
【００９０】
　また、作業記録画面９００には、農作業の作業実績の入力を行う対象の作業項目として
選択された「見回り」および「農薬散布」が表示されている。
【００９１】
　作業記録画面９００において、アイコン１３０４，１３０５をクリックすると、作業項
目の選択を解除することができる。また、作業記録画面９００において、アイコン１３０
６をクリックすると、作業項目選択画面１１００（図１１参照）に遷移して、農作業の作
業実績の入力を行う対象の作業項目を追加することができる。
【００９２】
　また、作業記録画面９００には、農作業の作業実績の入力を行う対象の作業者として選
択された「中村」および「加藤」が表示されている。また、作業記録画面９００には、農
作業の総作業時間として入力された作業時間「７時間３０分」が各作業者に割り当てられ
て表示されている。
【００９３】
　作業記録画面９００において、アイコン１３０７，１３０８をクリックすると、作業者
の選択を解除することができる。また、作業記録画面９００において、アイコン１３０９
をクリックすると、作業者選択画面１２００（図１２参照）に遷移して、農作業の作業実
績の入力を行う対象の作業者を追加することができる。
【００９４】
　また、作業記録画面９００において、ボタン１３１０をクリックすると、圃場別かつ作
業項目別の作業時間を表示する作業時間画面に遷移することができる。なお、作業時間画
面の画面例については、図１５を用いて後述する。
【００９５】
　また、作業記録画面９００には、農薬の散布実績の入力を受け付ける操作画面に遷移す
るためのアイコン１３１１が表示されている。作業記録画面９００において、アイコン１
３１１をクリックすると、圃場に対して散布した農薬の選択を受け付ける農薬選択画面に
遷移することができる。なお、農薬選択画面の画面例については、図１７を用いて後述す
る。
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【００９６】
（入力支援装置１００の機能的構成例）
　図１４は、入力支援装置１００の機能的構成例を示すブロック図である。図１４におい
て、入力支援装置１００は、受付部１４０１と、算出部１４０２と、表示制御部１４０３
と、更新部１４０４と、判断部１４０５と、を含む構成である。受付部１４０１～判断部
１４０５は制御部となる機能であり、具体的には、例えば、図３に示したメモリ３０２、
ディスク３０５などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させること
により、または、Ｉ／Ｆ３０３により、その機能を実現する。各機能部の処理結果は、例
えば、メモリ３０２、ディスク３０５などの記憶装置に記憶される。
【００９７】
　受付部１４０１は、農作業実績の入力を行う作業日の指定を受け付ける。農作業実績の
入力を行う作業日の指定は、例えば、作業記録画面９００（図９参照）において、クライ
アント装置２０１のユーザの操作入力により行われる。ユーザは、例えば、農作業を行っ
た作業者や作業者を管理する農業経営者などである。
【００９８】
　クライアント装置２０１は、指定された作業日の指定結果を入力支援装置１００に送信
する。この場合、受付部１４０１は、クライアント装置２０１から指定結果を受信するこ
とにより、農作業実績の入力を行う作業日の指定を受け付ける。指定された農作業実績の
入力を行う作業日は、例えば、作業実績テーブル２４０（図７参照）に記憶される。
【００９９】
　また、受付部１４０１は、農作業実績の入力を行う対象の圃場の選択を受け付ける。農
作業実績の入力を行う対象の圃場の選択は、例えば、圃場選択画面１０００（図１０参照
）において、クライアント装置２０１のユーザの操作入力により行われる。
【０１００】
　クライアント装置２０１は、選択された圃場の選択結果を入力支援装置１００に送信す
る。この場合、受付部１４０１は、クライアント装置２０１から圃場の選択結果を受信す
ることにより、農作業実績の入力を行う対象の圃場の選択を受け付ける。選択された圃場
は、例えば、作業実績テーブル２４０に記憶される。
【０１０１】
　また、受付部１４０１は、農作業実績の入力を行う対象の作業項目の選択を受け付ける
。農作業実績の入力を行う対象の作業項目の選択は、例えば、作業項目選択画面１１００
（図１１参照）において、クライアント装置２０１のユーザの操作入力により行われる。
【０１０２】
　クライアント装置２０１は、選択された作業項目の選択結果を入力支援装置１００に送
信する。この場合、受付部１４０１は、クライアント装置２０１から作業項目の選択結果
を受信することにより、農作業実績の入力を行う対象の作業項目の選択を受け付ける。選
択された作業項目は、例えば、作業実績テーブル２４０に記憶される。
【０１０３】
　また、受付部１４０１は、農作業実績の入力を行う対象の作業者の選択を受け付ける。
農作業実績の入力を行う対象の作業者の選択は、例えば、作業者選択画面１２００（図１
２参照）において、クライアント装置２０１のユーザの操作入力により行われる。
【０１０４】
　クライアント装置２０１は、選択された作業者の選択結果を入力支援装置１００に送信
する。この場合、受付部１４０１は、クライアント装置２０１から作業者の選択結果を受
信することにより、農作業実績の入力を行う対象の作業者の選択を受け付ける。選択され
た作業者は、例えば、作業実績テーブル２４０に記憶される。
【０１０５】
　また、受付部１４０１は、農作業実績の入力を行う対象の圃場で行われた農作業の総作
業時間の指定を受け付ける。ここで、農作業の総作業時間は、作業者一人当たりの総作業
時間である。農作業の総作業時間の指定は、例えば、作業者選択画面１２００（図１２参
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照）において、クライアント装置２０１のユーザの操作入力により行われる。
【０１０６】
　クライアント装置２０１は、指定された総作業時間の指定結果を入力支援装置１００に
送信する。この場合、受付部１４０１は、クライアント装置２０１から総作業時間の指定
結果を受信することにより、農作業の総作業時間の指定を受け付ける。指定された総作業
時間は、例えば、作業実績テーブル２４０に記憶される。
【０１０７】
　算出部１４０２は、選択された圃場が複数であって、かつ、選択された作業項目が複数
である場合に、選択された複数の圃場の全てについて、選択された複数の作業項目の全て
を割り当てる。そして、算出部１４０２は、複数の圃場別かつ複数の作業項目別に、指定
された農作業の総作業時間を分配する。
【０１０８】
　具体的には、例えば、まず、算出部１４０２は、農作業の総作業時間を、選択された作
業項目の数で按分する。つぎに、算出部１４０２は、按分の結果得られた各作業項目に対
する作業時間を、複数の圃場のそれぞれの面積に応じて分配する。そして、算出部１４０
２は、分配した値を、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間として記録する。
【０１０９】
　ここで、圃場の面積は、例えば、圃場に作付け中の作物の作付面積である。各圃場で作
付け中の作物の作付面積は、例えば、生産計画ＤＢ２２０内の各圃場の生産計画情報から
特定される。圃場に作付け中の作物の作付面積が広くなると、圃場における農作業の作業
時間は多くなる傾向にある。このため、算出部１４０２は、例えば、選択された複数の圃
場のそれぞれの面積に比例して、按分の結果得られた各作業項目に対する作業時間の配分
量を制御する。
【０１１０】
　一例として、図１０に示したように、圃場として「小田原１」および「小田原２」が選
択され、図１１に示したように、作業項目として「見回り」および「農薬散布」が選択さ
れたとする。また、図１２に示したように、各作業者の総作業時間として「７時間３０分
」が指定されたとする。
【０１１１】
　この場合、まず、算出部１４０２は、農作業の総作業時間「７時間３０分」を、選択さ
れた作業項目の数「２」で按分する。これにより、農作業の総作業時間「７時間３０分」
を作業項目別に分配することができる。つぎに、算出部１４０２は、按分の結果得られた
各作業項目「見回り」「農薬散布」に対する作業時間「３時間４５分」を、選択された圃
場「小田原１」「小田原２」のそれぞれの面積に応じて分配する。
【０１１２】
　ここで、圃場「小田原１」と圃場「小田原２」との間の作付面積の比率は、「２（１０
０ｈａ）：１（５０ｈａ）」である。このため、算出部１４０２は、各作業項目「見回り
、農薬散布」に対する作業時間「３時間４５分」を、圃場「小田原１」と圃場「小田原２
」に「２：１」の比率で分配する。
【０１１３】
　この結果、圃場「小田原１」の各作業項目「見回り」「農薬散布」に対する作業時間は
、「２時間３０分」となる。また、圃場「小田原２」の各作業項目「見回り」「農薬散布
」に対する作業時間は、「１時間１５分」となる。複数の圃場別かつ複数の作業項目別の
作業時間は、例えば、作業実績テーブル２４０に記憶される。
【０１１４】
　表示制御部１４０３は、記録された複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間を表
示する制御を行う。具体的には、例えば、表示制御部１４０３は、複数の圃場別かつ複数
の作業項目別の作業時間を表示する作業時間画面（例えば、後述する図１５に示す作業時
間画面１５００）の画面情報を生成して、クライアント装置２０１に送信する。
【０１１５】
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　また、受付部１４０１は、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間に対する変更
の入力を受け付ける。複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間に対する変更は、例
えば、後述する作業時間画面１５００（図１５参照）において、クライアント装置２０１
のユーザの操作入力により行われる。
【０１１６】
　クライアント装置２０１は、変更された複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間
の変更結果を入力支援装置１００に送信する。この場合、受付部１４０１は、クライアン
ト装置２０１から変更結果を受信することにより、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の
作業時間の変更を受け付ける。
【０１１７】
　更新部１４０４は、受け付けた変更後の作業時間に基づいて、農作業の総作業時間を更
新する。具体的には、例えば、まず、更新部１４０４は、受け付けた変更後の作業時間で
、作業実績テーブル２４０内の対応する圃場・作業項目別の作業時間を更新する。つぎに
、更新部１４０４は、各作業者の圃場・作業項目別の作業時間の合計値を算出する。そし
て、更新部１４０４は、算出した各作業者の圃場・作業項目別の作業時間の合計値で、作
業実績テーブル２４０内の対応する総作業時間を更新する。なお、農作業の総作業時間の
更新例については、図１６を用いて後述する。
【０１１８】
　判断部１４０５は、選択された圃場が複数の場合、選択された複数の圃場のそれぞれに
対応付けて記憶された作付け中の作物が同一であるか否かを判断する。具体的には、例え
ば、判断部１４０５は、生産計画ＤＢ２２０（図５参照）を参照して、選択された複数の
圃場のそれぞれに対応付けて記憶された作付け中の作物の品目が同一であるか否かを判断
する。
【０１１９】
　表示制御部１４０３は、判断された判断結果に応じて、選択された複数の圃場について
の農薬の散布実績の入力を許容するか否か制御する。具体的には、例えば、表示制御部１
４０３は、作付け中の作物が同一である場合に、複数の圃場についての農薬の散布実績の
入力を許容する。
【０１２０】
　より詳細に説明すると、例えば、表示制御部１４０３は、作付け中の作物が同一である
場合は、クライアント装置２０１を制御して、複数の圃場についての農薬の散布実績の入
力を受け付ける操作画面に遷移するためのアイコン１３１１（図１３参照）を作業記録画
面９００に表示する。
【０１２１】
　一方、作付け中の作物が同一でない場合には、表示制御部１４０３は、複数の圃場を対
象とする農薬の散布実績の入力を規制する。より詳細に説明すると、例えば、表示制御部
１４０３は、作付け中の作物が同一でない場合は、クライアント装置２０１を制御して、
農薬の散布実績の入力画面への移行を規制する。
【０１２２】
　また、表示制御部１４０３は、圃場に対して散布した農薬を選択するための農薬選択画
面を表示する制御を行う。具体的には、例えば、まず、表示制御部１４０３は、作業記録
画面９００においてアイコン１３１１（図１３参照）がクリックされると、農薬マスタ２
３０（図６参照）を参照して、選択された複数の圃場に作付け中の作物を散布対象作物と
する農薬を特定する。
【０１２３】
　そして、表示制御部１４０３は、特定した農薬を選択候補とする農薬選択画面の画面情
報を生成して、クライアント装置２０１に送信する。この結果、クライアント装置２０１
のディスプレイ４０６に農薬選択画面（例えば、後述の図１７に示す農薬選択画面１７０
０）が表示される。
【０１２４】
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　また、表示制御部１４０３は、農薬の散布量を入力するための散布実績入力画面を表示
する制御を行う。具体的には、例えば、表示制御部１４０３は、後述の図１７に示す農薬
選択画面１７００においてボタン１７０５がクリックされると、選択された農薬の散布量
を入力するための散布実績入力画面の画面情報を生成して、クライアント装置２０１に送
信する。この結果、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に散布実績入力画面（
例えば、後述の図１８に示す散布実績入力画面１８００）が表示される。
【０１２５】
　また、受付部１４０１は、選択された複数の圃場のそれぞれに対応付けて記憶された作
付け中の作物が同一である場合に、複数の圃場についての農薬の散布実績として、農薬の
種類と散布量とを受け付ける。農薬の種類と散布量の入力は、例えば、後述する図１７お
よび図１８に示す農薬選択画面１７００および散布実績入力画面１８００において、クラ
イアント装置２０１のユーザの操作入力により行われる。
【０１２６】
　クライアント装置２０１は、入力された農薬の種類と散布量の入力結果を入力支援装置
１００に送信する。この場合、受付部１４０１は、クライアント装置２０１から農薬の種
類と散布量の入力結果を受信することにより、複数の圃場についての農薬の散布実績とし
て農薬の種類と散布量とを受け付ける。受け付けた農薬の種類と散布量は、例えば、農薬
散布実績情報（例えば、図８に示した農薬散布実績情報８００）として作業実績テーブル
２４０に記憶される。
【０１２７】
　また、算出部１４０２は、受け付けた複数の圃場についての農薬の散布量を、選択され
た複数の圃場のそれぞれの面積に応じて分配する。ここで、圃場に作付け中の作物の作付
面積が広くなると、作物に対して散布する農薬の散布量は多くなる。このため、算出部１
４０２は、例えば、生産計画ＤＢ２２０を参照して、選択された複数の圃場のそれぞれに
対応付けて記憶された作付け中の作物の作付面積に比例して、複数の圃場のそれぞれに対
する農薬の散布量の配分量を制御する。
【０１２８】
　一例として、図１０に示したように、圃場として「小田原１」および「小田原２」が選
択されたとする。また、圃場「小田原１」「小田原２」に対して散布した農薬「○○顆粒
水溶剤」の散布量として、１５０［Ｌ］を受け付けた場合を想定する。
【０１２９】
　この場合、まず、算出部１４０２は、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量「１５０［Ｌ］
」を、圃場「小田原１」「小田原２」のそれぞれの面積に応じて分配する。ここで、圃場
「小田原１」と圃場「小田原２」との間の作付面積の比率は、「２（１００ｈａ）：１（
５０ｈａ）」である。
【０１３０】
　このため、算出部１４０２は、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量「１５０［Ｌ］」を、
圃場「小田原１」と圃場「小田原２」に「２：１」の比率で分配する。この結果、圃場「
小田原１」に対する農薬「○○顆粒水溶剤」の圃場別散布量は、「１００［Ｌ］」となる
。また、圃場「小田原２」に対する農薬「○○顆粒水溶剤」の圃場別散布量は、「５０［
Ｌ］」となる。
【０１３１】
　これにより、農薬散布が行われた複数の圃場のそれぞれの作付面積に応じて、複数の圃
場に対する農薬の散布量を面積按分することができる。
【０１３２】
　分配された分配結果（圃場別散布量）は、農薬散布実績情報（例えば、図８に示した農
薬散布実績情報８００）として作業実績テーブル２４０に記憶される。すなわち、複数の
圃場についての農薬の散布量が、複数の圃場のそれぞれの面積に応じた配分量で、複数の
圃場のそれぞれについての散布量として記録される。
【０１３３】
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　また、受付部１４０１は、複数の圃場のそれぞれに分配された農薬の散布量に対する変
更の入力を受け付ける。各圃場についての農薬の散布量に対する変更は、例えば、後述の
図１９に示す圃場別散布実績表示画面１９００において、クライアント装置２０１のユー
ザの操作入力により行われる。
【０１３４】
　クライアント装置２０１は、変更された各圃場についての農薬の散布量の変更結果を入
力支援装置１００に送信する。この場合、受付部１４０１は、クライアント装置２０１か
ら農薬の散布量の変更結果を受信することにより、各圃場についての農薬の散布量の変更
を受け付ける。
【０１３５】
　更新部１４０４は、受け付けた変更後の散布量に基づいて、複数の圃場についての農薬
の散布量を更新する。具体的には、例えば、まず、更新部１４０４は、受け付けた変更後
の散布量で、農薬散布実績情報８００の対応する圃場別散布量を更新する。つぎに、更新
部１４０４は、各農薬の圃場別散布量の合計値を算出する。そして、更新部１４０４は、
算出した各農薬の圃場別散布量の合計値で、農薬散布実績情報８００の対応する農薬の散
布量を更新する。
【０１３６】
　また、表示制御部１４０３は、選択された複数の圃場のそれぞれに作付け中の作物が同
一でない場合には、農薬マスタ２３０を参照して、複数の圃場のそれぞれに作付け中の作
物に共通して使用可能な農薬の種類を特定することにしてもよい。そして、表示制御部１
４０３は、複数の圃場について、特定した種類の農薬の散布実績の入力を許容することに
してもよい。
【０１３７】
　例えば、圃場「小田原１」に作付け中の作物「きゅうり」を散布対象作物とする農薬を
「農薬ａ」「農薬ｂ」「農薬ｃ」とし、圃場「横浜１」に作付け中の作物「トマト」を散
布対象作物とする農薬を「農薬ｂ」「農薬ｃ」「農薬ｄ」とする。
【０１３８】
　この場合、表示制御部１４０３は、例えば、農薬ｂと農薬ｃを選択候補とする農薬選択
画面をディスプレイ４０６に表示する制御を行うことにしてもよい。これにより、圃場間
で作付け中の作物が同一でなくても、作付け中の作物に共通して使用可能な農薬が散布さ
れる場合の農薬散布の作業実績を簡便に記録できるようになる。
【０１３９】
　また、表示制御部１４０３は、選択された圃場が一つの場合には、選択された圃場につ
いての農薬の散布実績の入力を許容することにしてもよい。具体的には、例えば、表示制
御部１４０３は、クライアント装置２０１を制御して、選択された圃場についての農薬の
散布実績の入力を受け付ける操作画面に遷移するためのアイコンを作業記録画面９００（
図１３参照）に表示することにしてもよい。
【０１４０】
（作業時間画面の画面例）
　つぎに、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間を表示する作業時間画面の画面
例について説明する。作業時間画面は、例えば、作業記録画面９００（図１３参照）にお
いて、ボタン１３１０をクリックすると、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６
に表示される。
【０１４１】
　図１５は、作業時間画面の画面例を示す説明図である。図１５において、作業時間画面
１５００は、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間を表示する操作画面である。
なお、図１５では、作業時間画面１５００の表示内容のうち一画面に収まらない部分につ
いても仮想的に表示している。
【０１４２】
　作業時間画面１５００には、各作業者（中村、加藤）の圃場（小田原１、小田原２）別



(18) JP 6237891 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

かつ作業項目（見回り、農薬散布）別の作業時間が表示される。
【０１４３】
　具体的には、ボックス１５０１には、圃場「小田原１」に対する作業項目「見回り」に
ついての作業者「中村」の作業時間「２時間３０分」が作業実績として表示される。また
、ボックス１５０２には、圃場「小田原２」に対する作業項目「見回り」についての作業
者「中村」の作業時間「１時間１５分」が作業実績として表示される。
【０１４４】
　また、ボックス１５０３には、圃場「小田原１」に対する作業項目「農薬散布」につい
ての作業者「中村」の作業時間「２時間３０分」が作業実績として表示される。また、ボ
ックス１５０４には、圃場「小田原２」に対する作業項目「農薬散布」についての作業者
「中村」の作業時間「１時間１５分」が作業実績として表示される。
【０１４５】
　さらに、ボックス１５０５には、圃場「小田原１」に対する作業項目「見回り」につい
ての作業者「加藤」の作業時間「２時間３０分」が作業実績として表示される。また、ボ
ックス１５０６には、圃場「小田原２」に対する作業項目「見回り」についての作業者「
加藤」の作業時間「１時間１５分」が作業実績として表示される。
【０１４６】
　また、ボックス１５０７には、圃場「小田原１」に対する作業項目「農薬散布」につい
ての作業者「加藤」の作業時間「２時間３０分」が作業実績として表示される。また、ボ
ックス１５０８には、圃場「小田原２」に対する作業項目「農薬散布」についての作業者
「加藤」の作業時間「１時間１５分」が作業実績として表示される。
【０１４７】
　これにより、複数の圃場に対する農作業の総作業時間をもとに面積按分等して得られた
大まかな各圃場の作業項目別の作業時間を特定可能にすることができる。
【０１４８】
　作業時間画面１５００において、ボックス１５０１～１５０８をクリックすると、各作
業者（中村、加藤）の圃場（小田原１、小田原２）別かつ作業項目（見回り、農薬散布）
別の作業時間を変更することができる。例えば、作業者のうちの誰かが、ある圃場で行わ
れたある作業項目について、自分達が行った農作業の作業時間を正確に覚えていることが
ある。
【０１４９】
　このような場合に、ボックス１５０１～１５０８に表示される作業時間と、誰かが覚え
ている作業時間との間にずれがあるときには、その作業項目についての作業時間を変更す
ることができる。例えば、圃場「小田原１」に対する作業項目「見回り」についての作業
者「中村」の実際の作業時間が「２時間１５分」であったとする。
【０１５０】
　この場合、ボックス１５０１をクリックすると、圃場「小田原１」に対する作業項目「
見回り」についての作業者「中村」の作業時間を変更することができる。これにより、農
作業の総作業時間をもとに面積按分等して得られた大まかな作業時間を、実際の作業時間
に合わせて修正することができる。また、作業時間画面１５００において、ボタン１５０
９をクリックすると、各作業者（中村、加藤）の圃場（小田原１、小田原２）別かつ作業
項目（見回り、農薬散布）別の作業時間の入力を確定することができる。また、作業時間
画面１５００において、ボタン１５１０をクリックすると、図１３に示した作業記録画面
９００に戻ることができる。
【０１５１】
（農作業の総作業時間の更新例）
　ここで、作業時間画面１５００（図１５参照）において、ボックス１５０１がクリック
されて、圃場「小田原１」に対する作業項目「見回り」についての作業者「中村」の作業
時間が「２時間３０分」から「２時間１５分」に変更された場合を例に挙げて、農作業の
総作業時間の更新例について説明する。
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【０１５２】
　図１６は、作業実績テーブル２４０の記憶内容の変遷例を示す説明図である。図１６に
おいて、まず、更新部１４０４は、作業実績テーブル２４０内の圃場「小田原１」に対す
る作業項目「見回り」についての作業者「中村」の作業時間を、変更後の作業時間「２時
間１５分」に更新する。
【０１５３】
　つぎに、更新部１４０４は、作業者「中村」の各作業項目「見回り、農薬散布」につい
ての圃場・作業項目別の作業時間の合計値「７時間１５分（＝２時間１５分＋２時間３０
分＋１時間１５分＋１時間１５分）」を算出する。そして、更新部１４０４は、算出した
合計値「７時間１５分」で、作業実績テーブル２４０内の作業者「中村」の総作業時間を
更新する。これにより、各圃場の各作業項目についての実際の作業時間に合わせて、複数
の圃場に対する農作業の総作業時間を更新することができる。
【０１５４】
（農薬選択画面の画面例）
　つぎに、農薬選択画面の画面例について説明する。農薬選択画面は、例えば、作業記録
画面９００（図１３参照）においてアイコン１３１１がクリックされると、クライアント
装置２０１のディスプレイ４０６に表示される。
【０１５５】
　図１７は、農薬選択画面の画面例を示す説明図である。図１７において、農薬選択画面
１７００は、複数の圃場に対して散布した農薬を選択するための操作画面である。農薬選
択画面１７００では、ユーザの操作入力により任意に指定される検索条件（例えば、キー
ワード指定）に合致する農薬群や過去に選択された農薬群を選択候補として表示すること
ができる。
【０１５６】
　農薬選択画面１７００において、チェックボックス１７０１をクリックすると、圃場「
小田原１」「小田原２」に作付け中の作物「きゅうり」を散布対象作物とする農薬のうち
、栽培指針に設定された農薬を抽出して表示することができる。栽培指針は、例えば、生
産計画ＤＢ２２０から特定することができる。
【０１５７】
　また、農薬選択画面１７００において、例えば、チェックボックス１７０２～１７０４
をクリックすると、圃場「小田原１」「小田原２」に対して散布した農薬を選択すること
ができる。図１７の例では、チェックボックス１７０２，１７０４がクリックされて、圃
場「小田原１」「小田原２」に対して散布した農薬として、「○○顆粒水溶剤」および「
△△液用生石灰」が選択されている。
【０１５８】
　また、農薬選択画面１７００において、ボタン１７０５をクリックすると、農薬の選択
を確定することができる。また、農薬選択画面１７００において、ボタン１７０６をクリ
ックすると、選択候補の全農薬を選択することができる。また、農薬選択画面１７００に
おいて、ボタン１７０７をクリックすると、農薬の選択を解除することができる。また、
農薬選択画面１７００において、ボタン１７０８をクリックすると、図１３に示した作業
記録画面９００に戻ることができる。
【０１５９】
（散布実績入力画面の画面例）
　つぎに、散布実績入力画面の画面例について説明する。散布実績入力画面は、例えば、
農薬選択画面１７００（図１７参照）においてボタン１７０５がクリックされると、クラ
イアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される。
【０１６０】
　図１８は、散布実績入力画面の画面例を示す説明図である。図１８において、散布実績
入力画面１８００は、複数の圃場に対して散布した農薬の散布量を入力するための操作画
面である。散布実績入力画面１８００には、農薬選択画面１７００において選択された農
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薬「○○顆粒水溶剤」「△△液用生石灰」が表示される。
【０１６１】
　散布実績入力画面１８００において、ボックス１８０１をクリックすると、農薬「○○
顆粒水溶剤」の希釈倍率を入力することができる。また、散布実績入力画面１８００にお
いて、ボックス１８０２をクリックすると、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量を入力する
ことができる。また、ボックス１８０３をクリックすると、農薬「○○顆粒水溶剤」の散
布量の単位を選択することができる。
【０１６２】
　また、散布実績入力画面１８００において、アイコン１８０４をクリックすると、農薬
「○○顆粒水溶剤」の散布量の入力方法を選択することができる。農薬の散布量の入力方
法の選択例については、図２０を用いて後述する。また、散布実績入力画面１８００にお
いて、アイコン１８０５をクリックすると、農薬「○○顆粒水溶剤」の選択を解除するこ
とができる。
【０１６３】
　さらに、散布実績入力画面１８００において、ボックス１８０６をクリックすると、農
薬「△△液用生石灰」の散布量を入力することができる。また、ボックス１８０７をクリ
ックすると、農薬「△△液用生石灰」の散布量の単位を選択することができる。
【０１６４】
　また、散布実績入力画面１８００において、アイコン１８０８をクリックすると、農薬
「△△液用生石灰」の散布量の入力方法を選択することができる。また、散布実績入力画
面１８００において、アイコン１８０９をクリックすると、農薬「△△液用生石灰」の選
択を解除することができる。
【０１６５】
　また、散布実績入力画面１８００において、アイコン１８１０をクリックすると、農薬
選択画面１７００（図１７参照）に遷移して、複数の圃場に対して散布した農薬を追加す
ることができる。また、散布実績入力画面１８００において、ボタン１８１１をクリック
すると、圃場別の農薬の散布量（使用量）を表示する圃場別散布実績表示画面に遷移する
ことができる。また、散布実績入力画面１８００において、ボタン１８１２をクリックす
ると、図１７に示した農薬選択画面１７００に戻ることができる。なお、圃場別散布実績
表示画面の画面例については、図１９を用いて後述する。
【０１６６】
（圃場別散布実績表示画面の画面例）
　つぎに、圃場別散布実績表示画面の画面例について説明する。圃場別散布実績表示画面
は、例えば、散布実績入力画面１８００（図１８参照）においてボタン１８１１がクリッ
クされると、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される。
【０１６７】
　図１９は、圃場別散布実績表示画面の画面例を示す説明図である。図１９において、圃
場別散布実績表示画面１９００は、複数の圃場のそれぞれに対して散布した農薬の散布量
を表示する操作画面である。なお、図１９では、圃場別散布実績表示画面１９００の表示
内容のうち一画面に収まらない部分についても仮想的に表示している。
【０１６８】
　圃場別散布実績表示画面１９００には、圃場（小田原１、小田原２）別の農薬の散布量
が表示される。
【０１６９】
　具体的には、ボックス１９０１には、圃場「小田原１」に対して散布された農薬「○○
顆粒水溶剤」の散布量「１００［Ｌ］」が散布実績として表示される。また、ボックス１
９０２には、圃場「小田原２」に対して散布された農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量「５
０［Ｌ］」が散布実績として表示される。
【０１７０】
　さらに、ボックス１９０３には、圃場「小田原１」に対して散布された農薬「△△液用
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生石灰」の散布量「１００［ｋｇ］」が散布実績として表示される。また、ボックス１９
０４には、圃場「小田原２」に対して散布された農薬「△△液用生石灰」の散布量「５０
［ｋｇ］」が散布実績として表示される。
【０１７１】
　これにより、複数の圃場に対して散布した農薬の散布量を面積按分して得られた大まか
な圃場別の散布量を特定可能にすることができる。
【０１７２】
　圃場別散布実績表示画面１９００において、ボックス１９０１～１９０４をクリックす
ると、圃場（小田原１、小田原２）別の農薬の散布量を変更することができる。例えば、
作業者のうちの熟練度の高い作業者などが、ある圃場で散布した農薬の散布量を正確に覚
えていることがある。
【０１７３】
　このような場合に、ボックス１９０１～１９０４に表示される散布量と、作業者が覚え
ている散布量との間にずれがあるときには、圃場別の農薬の散布量を変更することができ
る。例えば、圃場「小田原１」に対する農薬「○○顆粒水溶剤」の実際の散布量が「９０
［Ｌ］」であったとする。
【０１７４】
　この場合、ボックス１９０１をクリックすると、圃場「小田原１」に対する農薬「○○
顆粒水溶剤」の散布量を変更することができる。これにより、複数の圃場に対して散布し
た農薬の散布量を面積按分して得られた大まかな圃場別の散布量を、実際の散布量に合わ
せて修正することができる。
【０１７５】
　また、圃場別散布実績表示画面１９００において、ボタン１９０５をクリックすると、
圃場（小田原１、小田原２）別の農薬の散布量を確定することができる。また、圃場別散
布実績表示画面１９００において、ボタン１９０６をクリックすると、図１８に示した散
布実績入力画面１８００に戻ることができる。
【０１７６】
　なお、圃場別散布実績表示画面１９００の表示内容が一画面に収まらない場合、例えば
、画面内の下向き矢印をクリックすると、一つ下の農薬についての圃場別の散布実績が表
示される。また、画面内の上向き矢印をクリックすると、一つ上の農薬についての圃場別
の散布実績が表示される。
【０１７７】
（農薬の散布量の入力方法の選択例）
　つぎに、農薬の散布量の入力方法の選択例について説明する。ここでは、図１８に示し
た散布実績入力画面１８００において、アイコン１８０４がクリックされた場合を例に挙
げて、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量の入力方法の選択例について説明する。
【０１７８】
　図２０は、農薬の散布量の入力方法の選択例を示す説明図である。散布実績入力画面１
８００において、アイコン１８０４をクリックすると、入力方法選択画面２０００がポッ
プアップ表示される。入力方法選択画面２０００は、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量の
入力方法を選択するための操作画面である。
【０１７９】
　入力方法選択画面２０００において、入力方法２００１～２００３をクリックすること
により、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量の入力方法を選択することができる。また、入
力方法選択画面２０００において、キャンセル２００４をクリックすると、散布実績入力
画面１８００に戻ることができる。
【０１８０】
　図２０の例では、入力方法選択画面２０００において、入力方法２００３がクリックさ
れ、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量の入力方法「使用量（総量）」が選択されている。
この結果、散布実績入力画面１８００において、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量の入力
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方法が「使用量（総量）」に変更されている。
【０１８１】
　また、散布実績入力画面１８００において、ボックス２００５をクリックすると、「使
用量（総量）」の入力方法で、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量を入力することができる
。また、ボックス２００６をクリックすると、農薬「○○顆粒水溶剤」の散布量の単位を
選択することができる。
【０１８２】
（入力支援装置１００の入力支援処理手順）
　つぎに、入力支援装置１００の入力支援処理手順について説明する。
【０１８３】
　図２１および図２２は、入力支援装置１００の入力支援処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。図２１のフローチャートにおいて、まず、入力支援装置１００は、作業日
の指定、圃場、作業項目、作業者の選択および総作業時間の指定を受け付けたか否かを判
断する（ステップＳ２１０１）。
【０１８４】
　作業日は、農作業実績の入力を行う作業日である。圃場は、農作業実績の入力を行う対
象の圃場である。作業項目は、農作業実績の入力を行う対象の作業項目である。作業者は
、農作業実績の入力を行う対象の作業者である。総作業時間は、農作業実績の入力を行う
対象の圃場で行われた農作業の総作業時間である。
【０１８５】
　ここで、入力支援装置１００は、作業日、圃場、作業項目、作業者および総作業時間を
受け付けるのを待つ（ステップＳ２１０１：Ｎｏ）。そして、作業日、圃場、作業項目、
作業者および総作業時間を受け付けた場合（ステップＳ２１０１：Ｙｅｓ）、入力支援装
置１００は、複数の圃場が選択されたか否かを判断する（ステップＳ２１０２）。
【０１８６】
　ここで、複数の圃場が選択されなかった場合（ステップＳ２１０２：Ｎｏ）、入力支援
装置１００は、本フローチャートによる一連の処理を終了する。
【０１８７】
　一方、複数の圃場が選択された場合（ステップＳ２１０２：Ｙｅｓ）、入力支援装置１
００は、複数の作業項目が選択されたか否かを判断する（ステップＳ２１０３）。ここで
、複数の作業項目が選択されなかった場合（ステップＳ２１０３：Ｎｏ）、入力支援装置
１００は、図２２に示すステップＳ２２０１に移行する。
【０１８８】
　一方、複数の作業項目が選択された場合（ステップＳ２１０３：Ｙｅｓ）、入力支援装
置１００は、選択された複数の圃場の全てについて、選択された複数の作業項目の全てを
割り当てる（ステップＳ２１０４）。そして、入力支援装置１００は、指定された農作業
の総作業時間を、選択された作業項目の数で按分する（ステップＳ２１０５）。
【０１８９】
　つぎに、入力支援装置１００は、生産計画ＤＢ２２０を参照して、按分の結果得られた
各作業項目に対する作業時間を、複数の圃場のそれぞれに対応付けて記憶された作付け中
の作物の作付面積に応じて分配する（ステップＳ２１０６）。そして、入力支援装置１０
０は、分配した値を、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間として記録して（ス
テップＳ２１０７）、図２２に示すステップＳ２２０１に移行する。
【０１９０】
　図２２のフローチャートにおいて、まず、入力支援装置１００は、生産計画ＤＢ２２０
を参照して、選択された複数の圃場のそれぞれに対応付けて記憶された作付け中の作物が
同一であるか否かを判断する（ステップＳ２２０１）。ここで、作付け中の作物が同一で
ある場合（ステップＳ２２０１：Ｙｅｓ）、入力支援装置１００は、選択された複数の圃
場についての農薬の散布実績の入力を許容する（ステップＳ２２０２）。
【０１９１】
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　つぎに、入力支援装置１００は、複数の圃場についての農薬の散布実績として、農薬の
種類と散布量を受け付けたか否かを判断する（ステップＳ２２０３）。ここで、入力支援
装置１００は、農薬の種類と散布量を受け付けるのを待つ（ステップＳ２２０３：Ｎｏ）
。そして、入力支援装置１００は、農薬の種類と散布量を受け付けた場合（ステップＳ２
２０３：Ｙｅｓ）、受け付けた農薬の種類と散布量を、農薬散布実績情報として作業実績
テーブル２４０に記録する（ステップＳ２２０４）。
【０１９２】
　つぎに、入力支援装置１００は、生産計画ＤＢ２２０を参照して、受け付けた農薬の散
布量を、選択された複数の圃場のそれぞれに対応付けて記憶された作付け中の作物の作付
面積に応じて分配する（ステップＳ２２０５）。そして、入力支援装置１００は、分配し
て得られた各圃場の圃場別散布量を、農薬散布実績情報として作業実績テーブル２４０に
記録して（ステップＳ２２０６）、本フローチャートによる一連の処理を終了する。
【０１９３】
　また、ステップＳ２２０１において、作付け中の作物が同一でない場合（ステップＳ２
２０１：Ｎｏ）、入力支援装置１００は、選択された複数の圃場を対象とする農薬の散布
実績の入力を規制して（ステップＳ２２０７）、本フローチャートによる一連の処理を終
了する。
【０１９４】
　これにより、複数の圃場に対する農作業の総作業時間をもとに、大まかな各圃場の作業
項目別の作業時間を得ることができる。また、複数の圃場に対して散布した農薬の散布量
をもとに、大まかな圃場別の散布量を得ることができる。
【０１９５】
（入力支援装置１００の作業時間更新処理手順）
　つぎに、入力支援装置１００の作業時間更新処理手順について説明する。
【０１９６】
　図２３は、入力支援装置１００の作業時間更新処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。図２３のフローチャートにおいて、まず、入力支援装置１００は、複数の圃場別か
つ複数の作業項目別の作業時間に対する変更の入力を受け付けたか否かを判断する（ステ
ップＳ２３０１）。ここで、入力支援装置１００は、作業時間に対する変更の入力を受け
付けるのを待つ（ステップＳ２３０１：Ｎｏ）。
【０１９７】
　そして、入力支援装置１００は、作業時間に対する変更の入力を受け付けた場合（ステ
ップＳ２３０１：Ｙｅｓ）、受け付けた変更後の作業時間で、作業実績テーブル２４０内
の対応する圃場・作業項目別の作業時間を更新する（ステップＳ２３０２）。
【０１９８】
　つぎに、入力支援装置１００は、作業実績テーブル２４０を参照して、各作業者の圃場
・作業項目別の作業時間の合計値を算出する（ステップＳ２３０３）。そして、入力支援
装置１００は、算出した各作業者の圃場・作業項目別の作業時間の合計値で、作業実績テ
ーブル２４０内の対応する総作業時間を更新して（ステップＳ２３０４）、本フローチャ
ートによる一連の処理を終了する。
【０１９９】
　これにより、農作業の総作業時間をもとに面積按分等して得られた大まかな作業時間を
、実際の作業時間に合わせて修正することができる。また、各圃場の各作業項目について
の実際の作業時間に合わせて、農作業の総作業時間を更新することができる。
【０２００】
（入力支援装置１００の農薬散布量更新処理手順）
　つぎに、入力支援装置１００の農薬散布量更新処理手順について説明する。
【０２０１】
　図２４は、入力支援装置１００の農薬散布量更新処理手順の一例を示すフローチャート
である。図２４のフローチャートにおいて、まず、入力支援装置１００は、圃場について
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の農薬の散布量に対する変更の入力を受け付けたか否かを判断する（ステップＳ２４０１
）。ここで、入力支援装置１００は、散布量に対する変更の入力を受け付けるのを待つ（
ステップＳ２４０１：Ｎｏ）。
【０２０２】
　そして、入力支援装置１００は、散布量に対する変更の入力を受け付けた場合（ステッ
プＳ２４０１：Ｙｅｓ）、受け付けた変更後の散布量で、作業実績テーブル２４０内の農
薬散布実績情報の対応する圃場別散布量を更新する（ステップＳ２４０２）。
【０２０３】
　つぎに、入力支援装置１００は、作業実績テーブル２４０内の農薬散布実績情報を参照
して、各農薬の圃場別散布量の合計値を算出する（ステップＳ２４０３）。そして、入力
支援装置１００は、算出した各農薬の圃場別散布量の合計値で、作業実績テーブル２４０
内の農薬散布実績情報の対応する農薬の散布量を更新して（ステップＳ２４０４）、本フ
ローチャートによる一連の処理を終了する。
【０２０４】
　これにより、複数の圃場に対して散布した農薬の散布量を面積按分して得られた大まか
な圃場別の散布量を、実際の散布量に合わせて修正することができる。また、実際の圃場
別の散布量に合わせて、複数の圃場に対して散布した農薬の散布量を更新することができ
る。
【０２０５】
　以上説明したように、実施の形態にかかる入力支援装置１００によれば、農作業実績の
入力を行う対象の圃場および作業項目の選択と、農作業の総作業時間の指定とを受け付け
ることができる。そして、入力支援装置１００によれば、選択された圃場が複数であって
、かつ、選択された作業項目が複数である場合に、複数の圃場の全てについて、複数の作
業項目の全てを割り当て、複数の圃場別かつ複数の作業項目別に、農作業の総作業時間を
分配して記録することができる。これにより、農作業が行われた圃場ごとの作業項目別の
大まかな作業時間を特定可能にして、各圃場の農作業の進捗状況の把握に役立てることが
できる。
【０２０６】
　また、入力支援装置１００によれば、農作業の総作業時間を作業項目の数で按分し、按
分の結果得られた各作業項目に対する作業時間を、複数の圃場のそれぞれの面積に応じて
分配することができる。そして、入力支援装置１００は、分配して得られた値を、複数の
圃場別かつ前記複数の作業項目別の作業時間として記録することができる。これにより、
農作業が行われた複数の圃場のそれぞれの面積に応じて、農作業の総作業時間を作業項目
の数で按分して得られた各作業項目に対する作業時間を面積按分して、圃場ごとの作業項
目別の大まかな作業時間を求めることができる。
【０２０７】
　また、入力支援装置１００によれば、複数の圃場別かつ複数の作業項目別の作業時間に
対する変更の入力を受け付け、受け付けた変更後の作業時間に基づいて、農作業の総作業
時間を更新することができる。これにより、各圃場の各作業項目についての実際の作業時
間に合わせて、複数の圃場に対する農作業の総作業時間を更新することができる。
【０２０８】
　なお、本実施の形態で説明した農作業実績の入力支援方法は、予め用意された入力支援
プログラムをパーソナル・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行す
ることにより実現することができる。本入力支援プログラムは、ハードディスク、フレキ
シブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒
体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される
。また、本入力支援プログラムは、インターネット等のネットワークを介して配布しても
よい。
【符号の説明】
【０２０９】
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　１００　入力支援装置
　２０１　クライアント装置
　２２０　生産計画ＤＢ
　２３０　農薬マスタ
　２４０　作業実績テーブル
　８００　農薬散布実績情報
　１４０１　受付部
　１４０２　算出部
　１４０３　表示制御部
　１４０４　更新部
　１４０５　判断部
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